
 参考資料３  

○島根県雇用対策審議会条例 

昭和 60 年 10 月 15 日 

島根県条例第 27 号 

 (設置) 

第 1 条 職業能力開発促進法(昭和 44 年法律第 64 号)第 91 条第 1 項及び地方自治法(昭和 22 年法

律第 67 号)第 138 条の 4 第 3 項の規定に基づき、職業能力の開発及び産業人材の確保に関する事

項を調査審議させるため、島根県雇用対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

 

(組織) 

第 2 条 審議会は、委員 15 人以内をもって組織する。  

2 委員は、関係労働者を代表する者、関係事業主を代表する者、学識経験のある者及び関係行政機

関の職員のうちから、知事が任命する。  

 

(委員の任期) 

第 3 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

 

(会長) 

第 4 条 審議会に会長を置く。  

2 会長は、学識経験のある委員のうちから、委員が選挙する。  

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。  

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。  

 

(会議) 

第 5 条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。  

2 審議会の会議は、委員の 2 分の 1 以上が出席しなければ開くことができない。  

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  

 

(専門委員) 

第 6 条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。  

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから会長が推薦 

した者について、知事が任命する。  

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。  

 

(庶務) 

第 7 条 審議会の庶務は、商工労働部において処理する。  

 

(雑則) 

第 8 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って

定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。  

1 この条例は、令和元年 11 月 1 日から施行する。 


